
 

 

学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように

定めるものとする。  

平成３１年３月２８日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１０号 

学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例  

（瀬戸市クリーンセンター条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市クリーンセンター条例（昭和３５年瀬戸市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（技術管理者の資格） （技術管理者の資格） 

第６条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）第２１条第３項に規定す

る条例で定める資格は、次のとおりとする。 

第６条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）第２１条第３項に規定す

る条例で定める資格は、次のとおりとする。 

⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

 ⑹ 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく

専門職大学の前期課程を含む。）若しくは高等

専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第

６１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学

、農学若しくはこれらに相当する課程において

衛生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあ

っては、土木工学。次号において同じ。）若し

くは化学工学に関する科目を修めて卒業した（

同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した

場合を含む。）後、４年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑹ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専

門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６

１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、

農学若しくはこれらに相当する課程において衛

生工学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっ

ては、土木工学。次号において同じ。）若しく

は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、

４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 



 

 

 ⑺ 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく

専門職大学の前期課程を含む。）若しくは高等

専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の

理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当

する課程において衛生工学若しくは化学工学に

関する科目以外の科目を修めて卒業した（同法

に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合

を含む。）後、５年以上廃棄物の処理に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑺ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専

門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理

学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当す

る課程において衛生工学若しくは化学工学に関

する科目以外の科目を修めて卒業した後、５年

以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 ⑻から⑾まで ＜省略＞  ⑻から⑾まで ＜省略＞ 
  

（瀬戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め  

る条例の一部改正） 

第２条 瀬戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年瀬戸市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第１０条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行う研修

を修了したものでなければならない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 学校教育法の規定による大学（旧大学令（

大正７年勅令第３８８号）による大学を含む 

）において、社会福祉学、心理学、教育学、 

社会学、芸術学若しくは体育学を専修する

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した者（当該学科又は当該課程を修めて

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行う研修

を修了したものでなければならない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 学校教育法の規定による大学（旧大学令（

大正７年勅令第３８８号）による大学を含む 

）において、社会福祉学、心理学、教育学、 

社会学、芸術学若しくは体育学を専修する

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した者 

。 。 



 

 

同法の規定による専門職大学の前期課程を

修了した者を含む。） 

⑹から⑽まで ＜省略＞ 

４及び５ ＜省略＞ 

 

 

⑹から⑽まで ＜省略＞ 

４及び５ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市水道法施行条例の一部改正） 

第３条 瀬戸市水道法施行条例（平成２４年瀬戸市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （布設工事監督者の資格）  （布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定め

る資格は、次のとおりとする。 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定め

る資格は、次のとおりとする。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 学校教育法による短期大学（同法による専

門職大学の前期課程を含む。）若しくは高等

専門学校又は旧専門学校令(明治３６年勅令

第６１号)による専門学校において土木科又

はこれに相当する課程を修めて卒業した後

（同法による専門職大学の前期課程にあって

は、修了した後）、５年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑶ 学校教育法による短期大学若しくは高等専

門学校又は旧専門学校令(明治３６年勅令第

６１号)による専門学校において土木科又は

これに相当する課程を修めて卒業した後、５

年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

 ⑷及び⑸ ＜省略＞  ⑷及び⑸ ＜省略＞ 

 ⑹ 第１号又は第２号の卒業者であって、学校

教育法に基づく大学院研究科において１年以

上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を

専攻した後、又は大学の専攻科において衛生

工学若しくは水道工学に関する専攻を修了し

た後、第１号の卒業者にあっては１年以上、

第２号の卒業者にあっては２年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有するも

の 

 ⑹ 第１号又は第２号の卒業者であって、学校

教育法による大学院研究科において１年以上

衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専

攻した後、又は大学の専攻科において衛生工

学若しくは水道工学に関する専攻を修了した

後、第１号の卒業者にあっては１年以上、第

２号の卒業者にあっては２年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有するもの 



 

 

 ⑺及び⑻ ＜省略＞ ⑺及び⑻ ＜省略＞ 

 （水道技術管理者の資格）  （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定め

る資格は、次のとおりとする。 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定め

る資格は、次のとおりとする。 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する

学校において土木工学以外の工学、理学、農

学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこ

れらに相当する学科目を修めて卒業した後

（学校教育法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した後）、同条第１号に規定

する学校を卒業した者については４年以上、

同条第３号に規定する学校を卒業した者（同

法による専門職大学の前期課程にあっては、

修了した者）については６年以上、同条第４

号に規定する学校を卒業した者については８

年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

 ⑵ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する

学校において土木工学以外の工学、理学、農

学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこ

れらに相当する学科目を修めて卒業した後、

同条第１号に規定する学校を卒業した者につ

いては４年以上、同条第３号に規定する学校

を卒業した者については６年以上、同条第４

号に規定する学校を卒業した者については８

年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

 ⑶ ＜省略＞  ⑶ ＜省略＞ 

 ⑷ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する

学校において工学、理学、農学、医学及び薬

学に関する学科目並びにこれらに相当する学

科目以外の学科目を修めて卒業した（当該学

科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学

の前期課程（以下この号において「専門職大

学前期課程」という。）を修了した場合を含

む。）後、同条第１号に規定する学校を卒業

した者については５年以上、同条第３号に規

定する学校を卒業した者（専門職大学前期課

程を修了した者を含む。次号において同

じ。）については７年以上、同条第４号に規

定する学校を卒業した者については９年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

 ⑷ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する

学校において工学、理学、農学、医学及び薬

学に関する学科目並びにこれらに相当する学

科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条

第１号に規定する学校を卒業した者について

は５年以上、同条第３号に規定する学校を卒

業した者については７年以上、同条第４号に

規定する学校を卒業した者については９年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者 



 

 

 ⑸及び⑹ ＜省略＞  ⑸及び⑹ ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

  


